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総務関係情報の周知方法改善に向けた 

事務所イントラネット改修の取り組み 
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1関東地方整備局 富士川砂防事務所 総務課 （〒400-0027 山梨県甲府市富士見2-12-16） 

 

総務関係の情報の周知は主にメールで実施しているが、周知方法に課題を感じていた。一方、

本局のイントラネットは情報量は豊富ながら、総務に携わっていない職員にとっては掲載場所

がわかりづらく、欲しい情報にたどり着くのが困難であると思われた。また、富士川砂防事務

所のイントラネットは情報量が少なく、活用している職員も少ないのではないかと思われた。 

そこで、事務所のイントラネットの総務関係部分を改修し、既に職員に周知した情報や職員

にとって便利だと思われる情報を追加するとともに視認性の向上も併せて行うことにより、総

務関係情報の周知方法改善を目指した取り組みを行ったので報告する。 
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1.  取り組みの背景 

  

富士川砂防事務所では、総務関係の情報の周知を主に

メールで実施していたが、職員によっては、一日で何十

通も届くため見落とされることがあった。また、同じ内

容に関しては、基本的に年に二回以上周知することはな

いため、継続的な周知が不足しているのではないかと思

われることもあった。 

一方、本局イントラネットは情報量は充実しているも

のの、基本的には課ごとに掲載されていることや階層が

深いことから、新しく転入された職員や総務の仕事に携

わっていない職員にとっては、職員自身が確認したい情

報や欲しい情報が本局イントラネットのどこを見れば良

いかわかりづらく、必要な情報にたどり着くことが困難

であると思われた。 

そこで、事務所職員に周知したい情報や事務所職員が

確認したい情報等へのアクセス改善として、既存の事務

所イントラネットに着目した。これを改修し、総務関係

の情報を見直しの上、充実させることで、事務所職員が

必要な情報等にたどり着きやすくなるのではないかとい

う仮説をたてた。 

 

 

2.  総務課から職員への周知に関する課題 

 

取り組みの始めに、富士川砂防事務所総務課が抱えて

いた事務所職員への周知に関する諸課題について調べた

ところ、以下のような課題があることが分かった。 

 

(1)   メールの課題 

 メールは、一日に数十通、事務所職員によっては百通

以上届くため、総務課から事務所職員へのメールによる

周知は埋もれる可能性がある。また、基本的に同じ情報

は一回しか周知しないこともあり、周知したメールを忘

れられてしまうと、相談があった場合に前に周知したメ

ールをもう一度送信したり、資料を用いて改めて説明す

るといった対応をとるなどの手間が総務課内で発生して

いた。 

また、メールによる周知は一過性になりやすく、継続

的な周知には不足があるのではないかと思われた。 

 

(2)   事務所イントラネットの課題 

 富士川砂防事務所には事務所イントラネットがあるが、

総務関係の内容は、掲載されている情報が少なく、また

更新頻度も少ないため、情報が古く、中にはリンクが切

れている項目も存在していた。さらに、掲載されている

情報や見た目も体系的でなく、とても見難いものとなっ

ていた。そのため、事務所職員が本当に必要としている

情報が見つかず、実際に事務所イントラネットを活用し

ている事務所職員は少ないのではないかと思われた。 

 

(3)  問い合わせの多い情報へのアクセス 

富士川砂防事務所総務課では、職員からの旅費や共

済制度などに関する同様の質問や修正依頼が繰り返し発

生していた。その内容の多くは本局イントラネットに掲

載されているが、総務課以外の事務所職員にとって、総

務部各課が管理する本局イントラネットはあまり閲覧し

ないため、どのような情報がどこに掲載されているのか
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わからないという問題があった。 

また、旅費における前泊の運用といった事務所独自

の取り決めなどは担当者間で口頭にて周知していること

が多く、担当職員の異動後に、引継ぎの不備が発生すれ

ば、事務所としての継続的・統一的な対応にならない恐

れがあった。 

 これらの課題を踏まえ、事務所職員へ周知する総務

関係情報の「視認性の向上（職員が必要としている情報

にたどり着きやすくすること）」や継続的に周知したい

情報の情報発信の改善に向けた取り組みを行うこととし

た。 

 

 

3. 改善に向けた事務所職員に周知する情報の検討 

 

(1)ツールの選択 

課題解決に向けて総務課内で検討したところ、インフ

ルエンザや年末調整といった一過性の周知や毎年周知す

る内容が変わるものは、メールでの周知が有効であり、

一方で、健康相談やメンタルヘルスといった事務所職員

に継続的に周知するべき情報、事務所職員が必要として

いる情報は事務所イントラネットに掲載し、必要に応じ

てメールでの周知を併用する方向で整理することとした。 

 

(2)事務所イントラネットに掲載する情報 

総務課から職員に周知している情報のうち、諸手当の

届出、テレワークの実施、健康相談、カウンセリング等

の継続的に周知したい情報で、既存の事務所イントラネ

ットに掲載されていない情報は追加することとした。 

また、フレックスタイム制度や官用車の利用方法とい

った事務所職員からよく質問される情報、出張の際の経

路選定や前泊の条件といった口頭で周知していて担当者

が異動した際に引継ぎが漏れると業務に支障が出る情報

や、庁舎入退去方法等のイントラに掲載されていれば職

員にとって便利だと思われる情報をピックアップし、事

務所イントラネットに追加することとした。 

 一方、既存の事務所イントラネットに掲載されている

総務関係情報を確認し座席表や官携帯一覧表といった現

在も必要とする情報を残し、コロナ対応といった過去の

情報は削除することとした。 

 これらの作業にあたっては、総務課内で意見照会を行

いながら実施した。 

 

 

4. 事務所イントラネット(案)の作成・内容検討 

 

上記で整理した内容を踏まえ、事務所イントラネット

（案）を作成した。 

なお、既存の事務所イントラネットを直接改修すると、

レイアウトの制限が発生することや、事務所イントラネ

ットには総務関係以外の情報が多数掲載されており、そ

れらとの調整も生じる見込みであったため、事務所イン

トラネット内の総務関係にかかる情報を新たなページに

まとめ、事務所イントラネットの見やすいところからリ

ンクする形とし、情報集約による効果発現、作業量の削

減を図った。 

 

(1)  ゾーニングしたうえで職員に周知したい内容を整理 

既存の事務所イントラネットに掲載されている総務

関係情報が体系的でなかったことを踏まえ、フレックス

タイム制度やテレワーク実施方法といった勤務時間関係

の情報、健康管理・メンタルヘルス・共済組合といった

厚生関係の情報、出張の際の経路選定や前泊の条件とい

った旅費関係の情報といったように、12のゾーニングを

行い、事務所職員が必要な情報にアクセスしやすいよう

に配慮した。 

 

(2) 改修作業の効率化 

 事務所イントラネットの更新頻度が低かったことや、

その結果、掲載情報が古いままであったということ、改

修作業の効率化の観点を踏まえ、本局イントラネットに

掲載されている情報については、事務所でページを新規

作成せず、該当ページへのリンクを張ることとした。こ

れらは、将来の改修作業の負担軽減も企図したものであ

る。 

一方、事務所内の取り決め等は新たにページを作成し

た。これは事務所イントラネットに掲載するのみならず、

例えば、前泊の考え方については、研修の決定通知があ

る都度、派遣される事務所職員に周知して、派遣される

事務所職員と総務課の双方の負担軽減を企図するもので

ある。 

 

 

図-1 改修後の事務所イントラネット（総務課のお知らせ） 
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5. 掲載内容整理後の作業 

 

 掲載内容の整理後、総務課内で再度掲載内容・掲載方

法を検討のうえ、掲載内容を決定した。その後、事務所

職員に事務所イントラネットを改修したことをメールで

周知した。 

 

 

6. 改善結果・今後の課題 

 

(1)改善結果 

 2026年2月に完了した作業であるため、具体的な改善

成果が発現されているものではないが、４月期異動後の

事務所職員周知や研修決定後の旅費関係の説明等に活用

予定であり、事務所職員にとって本局イントラネット等

で情報を探す手間が省け、情報アクセスが改善される結

果が見込まれる。そのため、事務所職員の情報を探す手

間が減る等による負担軽減が予想され、総務課職員にと

っても問い合わせの減少等による負担軽減が予想される。 

 

(2)今後の課題 

 事務所作成の資料が掲載される一方、本局イントラネ

ットへのリンクが多いことから、本局イントラネットの

改修等でリンク切れが発生することが予想される。その

ため、リンク先のチェックが定期的に必要となってくる。 

 また、今後、事務所職員からの改善要望や総務課から

の周知への活用状況によっては、定期的に掲載内容を再

検討する必要があると思われる。これらにより、今後も

より分かりやすい事務所職員への情報提供を継続してい

きたい。 

 

 

 

 


